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Ⅰ 目 的 

 名古屋市女性会館は、「女性の学習・交流・情報の拠点」として、女性の学習活動・グループ活

動の支援等を行い、女性教育の振興を図ることを目的として設けられた社会教育施設である。学習

や交流をとおして、女性が問題を解決する力を高められるように、各種の事業を展開している。 

 また、平成３年に併設された女性情報センターは、女性の生涯にわたる学習要求に応える情報の

提供や女性自らの情報の活用、発信を支援することを目的としている。 

 なお、女性情報センターの開館により、既設の婦人会館と新設の女性情報センターの総合名称を

「女性会館」とし、婦人会館部分を女性学習センターとした。 

                           女性学習センター 

 名古屋市女性会館 

                           女性情報センター 

 さらに、市民に一層親しまれる施設となるよう、女性会館の愛称を公募により「イーブネット」

とした。 

 「イーブネット…“イーブン＝平等”と“ネットワーク＝交流と連帯”の言葉を合わせたもの」 

 平成26年4月には男女平等参画推進センターが女性会館に移転し、女性教育と男女平等に係る事

業及び運営を一体的に行っている。 

また、両施設の共通愛称を公募により「イーブルなごや」とした。 

「イーブル…“イーブン＝平等”と“エイブル＝可能”を組み合わせた言葉」 

Ⅱ 建設の経緯 

１ 女性学習センタ－（旧「婦人会館」） 

昭和４８年１２月１９日  地域婦人団体、クラブ婦人団体が市会に請願（署名８万人） 

  ４９年 ２月 １日  請願、市会で採択 

  ４９年 ８月３０日  地域婦人団体、クラブ婦人団体が市長及び教育委員会へ陳情 

  ４９年１２月 ３日  婦人グル－プ・サ－クルが市長及び教育委員会へ陳情 

  ５０年 １月２９日  婦人グル－プ・サ－クル共同で婦人会館建設を市会に請願 

  ５０年 １月     名古屋市短期３か年計画を策定（婦人会館建設を計画） 

  ５０年 ４月 １日  婦人会館建設調査費を当初予算に計上（調査費３０万円） 

  ５０年１０月１３日  婦人団体・グル－プ代表を含む建設調査委員会設置 

             第１回会合、基本構想について審議 

  ５０年１２月 １日  第２回会合、施設・事業内容について審議 他都市実情調査 

  ５１年 ２月２４日  第３回会合、あるべき会館像の作成 

  ５１年 ４月 １日  ５１年度予算に実施設計費を計上（１０００万円） 

  ５１年 ７月 ７日  第４回会合、女性の要望集約を決定 

  ５１年 ７月～９月  計画案・事業案についての女性の要望、意見集約 

  ５１年 ９月      現在地に構想固まる 

             実施設計費を９月市会で補正 

  ５１年１２月     本体工事実施設計を完了 

  ５２年 ４月２０日  工事着工 

  ５３年 ７月１９日  開館 
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２ 女性情報センタ－ 

昭和６０年１０月     「婦人会館に婦人教育情報センタ－とホ－ルの建設をすすめる会」 

             発足（４団体・６９グル－プ参加） 

  ６０年１２月     「婦人会館に婦人教育情報センタ－とホ－ル建設に関する陳情書」を

             市長、教育委員会及び市会へ提出（署名５９，０００人） 

  ６１年 ８月      婦人団体代表、学識経験者を委員とする「女性教育情報センタ－建設

             調査委員会」を設置 

  ６２年 ２月     すすめる会より女性教育情報センタ－の施設構想について要望書提出

  ６３年 ３月     「女性教育情報センタ－基本構想」策定 

平成 元年 ３月     女性教育情報センタ－基本設計完了、情報システム調査実施 

   元年 ９月     実施設計完了 

   元年１２月     建設着工 

   ２年１２月     建設完了 

   ２年１２月     情報システム設計完了、運用準備 

   ３年 ５月２４日  開館 

Ⅲ 施設のあらまし 

１ 名称・位置 

   （１）名称  名古屋市女性会館 （共通愛称「イーブルなごや」） 

   （２）位置  名古屋市中区大井町７番２５号 

２ 建物の概要 

    女性学習センタ－     女性情報センタ－    合   計 

 敷地面積 

 延床面積 

 建築面積 

 構  造 

 着  工 

 竣  工 

 開  館 

 総 工 費 

     ２，２１１．０８㎡ 

      ３，４３４．１８㎡ 

     １，０４３．３９㎡ 

   鉄骨鉄筋コンクリ－ト造 

     地上３階、地下１階 

    昭和５２年４月２０日 

    昭和５３年７月１５日 

    昭和５３年７月１９日 

  ６０８，９６２，０００円 

   うち国庫補助 

   ６０，０００，０００円 

   県費補助 

   ６０，０００，０００円 

      １，１６９．２６㎡ 

   ２，３９２．４９㎡ 

        ７９１．１２㎡ 

    鉄骨鉄筋コンクリ－ト造 

     地上３階建一部４階建 

        平成元年１２月 

        平成２年１２月 

      平成３年５月２４日 

 １，０２２，０００，０００円 

  うち国庫補助 

    ８３，０００，０００円 

  県費補助 

    ７１，４００，０００円 

 ３，３８０．３４㎡ 

 ５，８２６．６７㎡ 

 １，８３４．５１㎡ 

  立体駐車場 

   ４８４．０８㎡ 
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３ 施設の案内 

区 分       女性学習センタ－        女性情報センタ－ 

 ４ 階  同時通訳室（親子ル－ム）（３）・調光・映 

 写室・設備機械室 

 ３ 階  大会議室・中会議室・大研修室 

 第４集会室・第６研修室・第７研修室 

多目的室 

 ホ－ル 

 ２ 階  第１研修室・第２研修室・第３研修室 

第１和室・第２和室・視聴覚室・授乳室 

 生活科学研修室・小会議室 

 録音室・モニター室 

 １ 階  文化活動室・ボランティアルーム・喫茶室

 印刷コーナー・託児室・第４研修室 

 活動コーナー・図書資料室 

第５研修室・図書閲覧コーナー 

 第１集会室・第２集会室・第３集会室 

情報フロア・活動コーナー 

 地 階  機械室・電気室・ボイラ－室 

 消火用ポンプ室 

 駐車場  立体駐車場   ３２台 

 平面駐車場 

 （身障者用２台含む） 

  １７台 

   合  計   ４９台 

４ 開館時間と休館日 

 （１）開館時間 

     午前９時～午後９時（日曜・祝休日は午後５時まで） 

 （２）休館日 

     毎月第３木曜日、年末年始 
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５　部屋別一覧

部屋名 定員（人） 面積（㎡） 部屋名 定員（人） 面積（㎡）

大会議室 ４２ 97.40 ホール ３５０ 350.00

中会議室 ２４ 49.80 ステージ － 140.00

大研修室 １５０ 141.60 ロビー － 61.75

第６研修室 １２ 33.62

第７研修室 ３２ 70.25

多目的室 ３０ 76.48

第４集会室 ６３ 94.40

視聴覚室 １２６ 144.60 録音室 － 18.52

第１研修室 ５４ 70.80

第２研修室 ５４ 70.80

第３研修室 １２ 29.88

生活科学研修室 ５４ 87.00

第１和室 １８

第２和室 １５

小会議室 １２ 29.88

事務室・放送室 － 90.80 第１集会室 ３６ 51.41

第４研修室 １５ 32.00 第２集会室 ２２ 37.99

第５研修室 ８ 21.39 第３集会室 １２ 31.26

文化活動室 ５０ 117.00

託児室 － 86.96

ボランティアルーム － 29.96

図書資料室 － 163.18

３階

２階

女性学習センター 女性情報センター

97.00

１階

区 分

4



Ⅳ 組織及び分掌事務 

                                   社会教育主事 １名 

                生涯学習係長      主事          ２名 

           １名            

    １名                                          

  生涯学習係分掌事務（女性会館関係) 

（１） 女性会館の事業 

（２） 女性教育の事業 

（３） 女性会館の管理等に関する合理化 

（令和4年3月31日現在） 

Ⅴ 予 算 
                                                 （単位：千円） 

事     項 令和４年度 令和３年度 増  減 

 女性会館運営費 ６４，７８０ ６４，８５８ △７８ 

管  理  費 ６１，９２８ ６１，９７０ △４２ 

学習機会提供事業 ９３２ ９３７ △５ 

情報提供相談事業 １，９２０ １，９５１ △３１ 

 生涯学習部生涯学習課 

 名古屋市教育委員会事務局

 課長 
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Ⅵ 令和４年度事業計画 

１ はじめに 

令和３年度は、新型コロナウイルス感染症からの影響から、女性に関わる課

題が顕在化した。ＤＶの相談件数が増加し、孤立化する女性に関わる課題が話

題に上がった。 

誰もが、互いの人権を尊重し、責任も分かち合い、性別にかかわりなく、そ

の個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、21世

紀の社会における最重要課題であり、令和２年12月には、国で「第５次男女共

同参画基本計画」が閣議決定され、本市においても、令和３年３月に「名古屋

市男女平等参画基本計画2025」が策定された。 

これまでも名古屋市女性会館（以下、女性会館）は、女性教育を振興する拠

点施設として、男女共同参画社会の実現をめざし、女性の生涯にわたる学習を

推進してきた。本年度も、国・本市の上記基本計画の内容を踏まえ、女性教育

を振興する拠点施設の使命を達成していくものとする。そして、「学習の場」「交

流の場」「情報の場」を充実させ、さらなる女性のエンパワーメント（主体的

な力をつけること）や男女共同参画の視点に立った意識啓発につながる事業を

展開していく。また、平成26年度より一体的運営を行っている男女平等参画推

進センターとの連携を一層進め、実効性のある充実した事業実施に努めていく。 

２ 事業目標と具体的な事業 

※ 破線で囲まれた事業については、指定管理者が進める。

(１) 「学習の場」の提供 

女性のエンパワーメントや男女共同参画の視点に立った意識啓発につな

がる学習、また社会的性別（ジェンダー）の視点が養われる学習の機会を提

供する。 

① 主催講座・講演会の開催

ア 講座の４本柱とその内容 

女性の生き方、エンパワーメント  

女性の生き方やエンパワーメントにつながる学習、社会的性別（ジ

ェンダー）の視点が養われる学習。 

現代的課題  

人権、環境、国際理解等、女性を取り巻く今日的課題についての理

解を深めるとともに、課題解決に向けての実践的な態度を養う学習。 

社会参画  

施設ボランティアや女性リーダー等、地域社会に積極的に参画する

人材を育成する学習。 

子育て

家庭教育の充実と支援、「親学」の推進を図る学習。 
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    イ 講座・講演会の開催 

      系統的・継続的な学習機会として連続講座を開催する。 

 継続的な参加が困難な学習者や女性会館を利用したことがない学習者

等、幅広い市民を対象として、単発で行う講演会等を開催する。 

    ウ 学習サポート 

障がいのある方や子育て中の保護者等、様々な事情・状況にある方への

学習支援を行うために、講座資料やチラシ等の点訳や要約筆記、手話通訳、

託児付きの事業を実施する。 

 エ 連携 

    多様化・高度化する学習ニーズに応えるため、大学、行政機関、女性関

連施設、女性会館施設ボランティア等と積極的に連携して事業を展開する。 

    地域で活躍できるこれからの女性リーダーの育成を目的とした「なごや

女性カレッジ」を、４年度は、日本福祉大学と連携して開催する。 

  オ 出前講座 

    将来を担う若者たちに、男女共同参画や社会的性別（ジェンダー）、デ

ートＤＶ等についての正しい知識や現状について学ぶ機会を提供するた

めに、名古屋市内の高等学校を対象に出前講座を実施する。   

② 託児事業 

     託児事業として、女性会館を利用する学習者、また団体・自主学習グルー

プ活動に参加する学習者を支援する「学習支援託児」を行う。 

     また、講座・講演会等のすべての主催事業において「講座託児」を行う。 

(２) 「交流の場」の提供 

女性会館で活動している団体・自主学習グループが、主体的に学び、様々

な交流ができ、かつ学習の成果を地域社会に還元することができるように支

援する。 

①  学習成果の還元 

    ア 「イーブルなごや・フェスティバル」の開催をはじめ、団体・自主学習

グループが協力して学習や交流ができ、学習の成果を地域社会に還元でき

る場を開設する。 

イ 団体・自主学習グループによる「自主学習グループ開設講座」に対して

支援する。 

ウ 「学習グループ登録」の推進や、団体・自主学習グループによる学習の

成果還元を支援する。 
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②  団体・自主学習グループの育成・支援 

ア 講座や学習終了後、さらに自主的に学習を深めていこうとする団体・自

主学習グループの育成・支援を行う。 

イ ボランティア活動やグループ活動の継続・継承・発展を支援するための

研修会を開催する。 

(３) 「情報の場」の提供 

女性のエンパワーメントや男女共同参画の意識啓発、社会的性別（ジェン

ダー）の視点を養うことにつながる情報を収集し提供する。 

①  学習相談事業 

 多様化・高度化する学習ニーズに応えるため、女性の課題解決に向けて、適

切な情報を提供するとともに、自ら情報収集し学習できるよう活動コーナーの

学習環境を整えたり、相談を受けたりする。 

② 図書資料室の運営 

 ア 女性のエンパワーメント、男女共同参画、社会的性別（ジェンダー）の視

点で、図書・資料を収集する。 

イ 図書・資料の展示、貸し出しを行う。 

また、図書・資料に関する問い合わせ対応や活用の支援を行う。 

ウ 主催事業に関連した、男女共同参画の意識啓発や女性の課題解決に向けた

テーマでの図書・資料の企画展示を行う。 

      エ 講座・講演会等で図書資料室や企画展示のガイダンスを行い、利用促進を

図る。 

③ 広報の充実 

  女性会館の事業紹介や学習情報の提供のための広報を積極的に行う。 

ア 新聞、地域誌等の広報媒体を活用した積極的な広報を行う。 

イ 講座ガイドやチラシを活用した広報を行うとともに、ホームページの充実

を図る。 

３ 施設等の提供 

「女性の学習・交流・情報の拠点」として、利用者の視点に立った快適な学習環境

の形成のために、施設・設備にかかる良好な条件整備に努め、利用促進を図る。 
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１ 主催事業のあらまし 

（１） 「学習の場」の提供事業  

①  講座の開催

・ 主催講座（なごや女性カレッジを含む）16講座開催。「女性の身体に効くハナシ」

や「地域を変える女性のチカラ」などを開催した。 

・ 施設ボランティア育成事業として「託児ボランティア養成講座」「難聴者等支援ボ

ランティア養成講座」を前期・後期に開催した。  

② 公開講座・講演会等の開催 

「人工乳房で微笑みを～伝統のものづくりに吹き込む新たな息吹～」「生きづらさはど

こから来るの？～発達障がいのある人からのメッセージ～」など女性の現代的課題にかか

わるテーマで公開講座・講演会を12回開催した。また、デートＤＶ防止出前講座を6回開

催した。 

②  「なごや女性カレッジ」の開催 

金城学院大学と連携して「女性の食生活をデザイン」をテーマに開催した。 

③  連携事業 

・ スポーツ市民局男女平等参画推進室との共催で、『性別という枠にとらわれず個性

を輝かせる自分らしい生き方』をテーマに特別講演会「ひとつひとつ、少しずつ 自

分らしく前へすすむ～これからの女性の生き方～」を開催した。

・ 主催講座については、託児の会「たんぽぽ」などの女性学習グループと連携して開

催した。 

④  託児事業 

  ・ 「講座・講演会託児」62回、「学習支援託児」24回等実施した。

（２） 「交流の場」の提供事業 

① 学習の成果を還元するための支援

主催講座・講演会における要約筆記、点訳資料の作成、託児付き事業などを実施した。

②  グループの育成・支援

  「託児ボランティア研修会」などを開催し、施設ボランティアの活動の継承と発展を支

援した。

（３） 「情報の場」の提供事業 

①  図書資料室の運営

女性関係専門書の収集、閲覧、貸し出しを行った。また、講座・講演会に関連した図書

を展示・貸し出しする「図書・資料の企画展示」を開催した。

②  広報の充実

名古屋市公式ウェブサイトや「生涯学習Webナビなごや」へ最新の情報を掲載した。ま

た、地域誌、各社新聞などマスコミを通じての情報提供を積極的に行った。

 Ⅶ 令和３年度事業結果
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【具体的な事業展開】 

１ 「学習の場」提供事業  

（１） 主催講座 

「女性の生き方、エンパワーメント(Ａ)」、「現代的課題(Ｂ)」、「社会参画(Ｃ)」、「子育て(Ｄ)」
の４本柱で、年間を前期（５月～１０月）・後期（１０月～３月）の２期に分け、実施した。

※ 全71回中16回託児なし

期
時

間

曜

日
講    座    名

回数 

(回) 

募集定員

(人) 

応募者 

数(人) 

学習者 

数(人) 

託児受入

数（人）

前

期

講

座

午

前

金

月

＜J-1＞【名古屋市立大学連携講座】

女性の身体に効くハナシ(A） ４ ３０ ２２ １６ １ 

水
＜J-2＞こころのメール～障がいのあ

る女性とともに～（A） ５ ２０ １１ ９ ０ 

金

月

＜J-3＞地域を変える女性のチカラ

（A） ５ ３０ ９ ８ １ 

火

水

＜J-4＞今のうちに学ぶ女性の終活

（A） ５ ３０ ３５ ３０ ０ 

火
＜J-5＞学びたくなる女性学～文学編

～（A） ５ ３０ ３２ ２６ ０ 

金
＜J-6＞託児ボランティア養成講座１

（C） ４ ２０ ９ ８ １ 

水
＜J-7＞難聴者等支援ボランティア養

成講座１（C） 
４ ２０ ２４ １７ １ 

月

金

＜T-1＞気持ちに寄り添う乳幼児期の

子育て講座(D）
４ ２４ １６ １３ ９ 

前期 計 ８講座 ３６ ２０４ １５８ １２７ １３ 

後

期

講

座

午

前

火

＜J-8＞［なごや女性カレッジ］【金

城学院大学連携講座】女性の食生活を

デザイン（A）
５ ３０ １５ １１ １ 

水
＜J-9＞難聴者等支援ボランティア養

成講座２（C） 
４ ２０ １６ １５ １ 

金
＜J-10＞託児ボランティア養成講座

２（C） ４ ２０ １１ ７ １ 

月

＜J-11＞ママの笑顔を増やしたい！

～家族のハッピーライフをめざして

～（A）
５ ２０ １４ １１ ９ 

水

＜J-12＞思いを伝えるって大切！ 

～コミュニケーションで広がるワタ

シの世界～（A） 

４ ２０ ２４ １５ ２ 

月
＜J-13＞「女性」を通してみる日本の

歴史（B） ５ ３０ ２８ ２２ ３ 

金
＜J-14＞心のアンテナでキャッチ 

～複合差別から考える人権問題～(B） 
５ ３０ ２６ １７ ４ 

火
＜J-15＞未来を拓く！～理系分野の

女性参画～（B） 
３ ３０ １２ ７ １ 

後期 計 ８講座 ３５ ２００ １４６ １０５ ２２ 

主催講座計 １６講座 ７1 ４０４ ３０４ ２３２ ３５ 

充足率 ５７．４％
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（２） 公開講座・講演会等 

※ E-2、E-4、E-10、E-11はそれぞれJ-3、J-5、J-14、J-15の第１回

※ 託児数は実際の託児の人数

事業名 月日 テーマ 講  師
学習者 

数(人) 

託児数

(人) 

公開講座

６月

４日

＜E-2＞人工乳房で微笑みを

～伝統のものづくりに吹き込

む新たな息吹～

株式会社マエダモールド

事業部長 

前田 一美

２７ １

８月

３１日

＜E-4＞室町時代の少女革命

～『新蔵人』絵巻の世界～

豊田工業高等専門学校

講師 

江口 啓子

７７ ０

１月

２８日

＜E-10＞生きづらさはどこか

ら来るの？～発達障がいのあ

る人からのメッセージ～

ＮＰＯ法人ＤＤＡＣ(発達障

害をもつ大人の会)代表

広野 ゆい

６６ ４

２月

８日

＜E-11＞未来を拓く女性のチ

カラ～航空宇宙開発の現場か

ら～

三菱重工業株式会社総合

研究所 

荻野 貴美子

６１ １

｢いま」を

読み解く

７月

３日

＜E-3＞コロナ禍が女性に及

ぼした影響とは？

金城学院大学教授

 朝倉 美江
４２ ４

１２月

４日

＜E-8＞あなたたちは何にで

もなれる～ジェンダー・ニュ

ートラルなおもちゃで伝える

メッセージ～

ボーネルンド名古屋営業所

副所長 

中崎 裕美

２４ ４

なごや環境

大学共育講座

１０月

１７日

＜E-7＞毎日の暮らしに一工

夫！～身近で感じるエコヂカ

ラ～

東海ラジオパーソナリティー

 深谷 里奈
７８ ４

名古屋市博物館

共催 

「特別展にみる

女性たち2021」

９月

２５日

＜E-5＞「ムーミンコミック

ス」にみるトーベ・ヤンソン

と家族の絆

名古屋市博物館学芸員 

清家 三智
８０ ３

３月

１９日

＜E-12＞アメリカン・コミッ

クスにみる女性キャラクター

名古屋市博物館学芸員

天野 卓哉
６３ ３

名古屋市美術館

共催 

「特別展にみる女

性たち2021」

５月

２９日

＜E-1＞モーゼスおばあさん

の素敵な１００年人生

名古屋市美術館学芸課長

井口 智子
８９ ０

１月

１５日

＜E-9＞ヘレーネ・クレラー＝

ミュラー 美術館設立にかけ

た夢

名古屋市美術館学芸員

森本 陽香
１０２ ２

特別講演会
６月

２８日

＜E-6＞ひとつひとつ、少しず

つ 自分らしく前へすすむ

～これからの女性の生き方～

プロフィギュアスケーター

 鈴木 明子
１４０ ２

１２回 ８４９ ２８
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（３） 託児事業 

２ 「交流の場」提供事業 

（１）イーブルなごや・フェスティバル２０２１の開催

テーマ「発信！ ～続くあしたへ 心あわせて～」

事 業 名 回数・月日 内   容
託児者・講師 

等

託児延数

(人)

講座託児 ５０回

１歳以上就学前までの子の託児 託児の会

「たんぽぽ」

１１８

講演会託児 ７回 ２２

なごや女性

カレッジ
５回 ５

学習支援託児 ２４回 １６２

託児室交流会

５月７日

７月３０日

１０月８日

１月７日

講座託児説明会&託児室で遊ぼう 
託児の会

「たんぽぽ」
１７

７月１日

１２月３日

語ろう会

（託児利用者と託児ボランティ

アとの交流会）

託児の会

「たんぽぽ」
９

※ 託児定員を10人に減らして実施 
合  計 ３３３

事 業 名 月  日 内  容  等 参加者数（人）

実行委員会企画

SDGsでグループディスカ

ッション

・基調講演「一人ひとりが

大切にされる社会のため

に」

・グループディスカッショ

ン

１１月２０日

名古屋市立大学人文社会学部心理

教育学科准教授である曽我幸代氏

による、 SDGs の視点から、環境

保全と社会的公正と経済開発の3
本柱のバランス保持が大切で、その

根底にあるそれぞれの文化に根差

した社会の在り方などについての

講演とテーマ別のグループディス

カッション

４７

３７

動画でオープングループ活

動 
１１月２１日

イーブルなごやで活動しているグ

ループが活動紹介、作品紹介、ダン

ス・マジック・楽器演奏などのパフ

ォーマンスを動画で発信

６７

２分の１ Ｂ紙展示

１０月２２日

～

１１月２１日

Ｂ紙の大きさを1/2にして展示

17グループの活動紹介・作品展示
１８，４１０
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（２）自主学習グループ主催講座の開設支援 

講  座  名 団 体 名 曜日 時間
回数

(回)
定員
(人)

学習者数

(人)

演歌を楽しむ 演歌を楽しむ会 月 午前 ５ １０ ２

感動する朗読 演芸と朗読会 水 午後 ５ １０ ２

もったいないを家庭から つながれっと３R 木 午前 ４ １５ ３

もったいないを家庭から
イーブルなごや

３ＲＬ
木 午前 ３ １５ ３

心と体を解放しよう 女子の心と体 木 夜間 ５ １０ ４

合 計 １４

（３）研修会・交流会 

事 業 名 回数・月日 内  容 講 師 等
参加者

(人) 

託児ボランティア

研修会
５回

「子育て支援につい

て」等    

元愛知江南短期大学教授

藤原 辰志 ほか
１０９

難聴者等支援ボラ

ンティア研修会

８月４日

３月２日

「分かりやすいノー

トテイクの仕方」等

ＮＰＯ法人名古屋難聴

者・中途失聴者支援協会

高木 いづみ ほか

１０

点訳ボランティア

研修会
２月７日

手と目でつくる触世

界

点字触図工房 

小川 真美子
７

子育てグループ交

流会（子育てグル

ープ交流会共催）

８月２７日

３月１日

仲間と一緒に親子で

遊ぼう♪  

mini 代表

岩下 理絵ほか
５２

合   計 １７８
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３ 「情報の場」提供事業 

（１）学習相談事業                            （単位：件）

（２）図書資料室の運営 

ア 利用者数等 

イ 蔵書数 

区 分 令和３年度末 令和２年度末 

図書・資料 計 ３１，５８８冊 ３１，１３６冊

 図書  ※１ ２１，５８０冊 ２１，３４４冊

 雑誌  ※２ ５，５７８冊 ５，４７８冊

 資料  ※３ ４，１６４冊 ４，０４８冊

 ＶＴＲ、ＤＶＤ、ＣＤ－ＲＯＭ ２６６個 ２６６個

  ※１ 参考図書、児童図書含む

  ※２ 「女性展望」「We Learn」「f visions」など

  ※３ 全国行政機関発行資料、団体資料、大学紀要、貴重書など

学習

機会
施設

団体・

グルー

プ

指導者 資格
教材

（資料）

学習

プログラム
その他 合計

５４ １ ２４ － １ ４８ ５ ８２ ２１５

事      項 令和３年度 令和２年度

貸出利用者数 ８１０人 ４５９人

貸出利用冊数 １，９４１冊 １，１４６冊

予約・リクエスト件数 ７０件 ５２件

新規登録者数 １１１人 ５２人
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ウ 図書・資料の企画展示実施結果 

回数 開 催 期 間 テ  ー  マ 展示した図書の内容

１
５月１日～

５月３１日

男女共同参画の実現に向

けて

・ジェンダー平等について

・男女共同参画について

・世界の女性の現状について

２
７月１日～

７月３１日

乳幼児の子育てについて

考える

・乳幼児期の子育てについて

・乳幼児期のこころとからだについて

・乳幼児期の性教育について

３
９月１日～

９月３０日

女性学・男性学について

学ぼう

・女性学について

・男性学について

・フェミニズムについて

４
１１月１日～

１１月３０日
人権を尊重するために

・人権問題について

・セクシュアル・ハラスメントについて

・性暴力について

５
１月４日～

１月３１日

人生100年時代と社会参

画 

・人生100年時代におけるこころとからだ

について 

・女性災害学について 

・新型コロナウイルスと日本の社会につい

て 

６
３月１日～

３月３１日
多様な生き方への支援

・多様性について

・ダイバーシティについて

・多様な生き方について
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４ その他 

（１）ホール機器研修会 

開 催 日 参加者（人）

令和３年４月８日 ３

令和３年５月１３日 ４

令和３年６月１１日 ４

令和３年７月８日 ６

令和３年８月１２日 ５

令和３年９月９日 ６

令和３年１０月１４日 ２

令和３年１１月１１日 １０

令和３年１２月９日 ６

令和４年１月１３日 ４

令和４年２月８日 ７

令和４年３月１０日 ９

合   計 ６６ 
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Ⅷ 令和３年度利用状況 

１ 開館日数  ３４７日

２ 利用人数  １５９，０７２人 (令和２年度 １１７，１１５人) 

内訳 

（１） 研修室・ホール等利用人数 

１２２，７５５人 ( 令和２年度８９，８２１人) 

区  分 女    性   男    性      計 

貸  室 

（男女平等） 
１４，７２０人 ６，２４４人 ２０，９６４人

貸  室 

（女性教育） 
３８，６２５人 ８，４５５人 ４７，０８０人

貸  室 

（その他） 
２７，６８２人 ２１，３３２人 ４９，０１４人

主催講座 ４，７３９人 ９５８人 ５，６９７人

計 ８５，７６６人 ３６，９８９人 １２２，７５５人

（２） その他の利用人数 

３６，３１７人 ( 令和２年度 ２７，２９４人) 

室  名 女    性   男    性      計 

託 児 室 １，２９３人 ５１２人 １，８０５人

ボランティアルーム ６００人 ４人 ６０４人

録音室・モニター室   １５人 １３人 ２８人

その他（※） ― ― ３３，８８０人

計 １，９０８人 ５２９人 ３６，３１７人

（※）貸室以外で行った事業及び、図書資料室・活動コーナー・情報フロアなどの利用者を計上 
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（３）研修室・ホール等部屋別利用状況

部屋名 利用率 利用者数

件 ％ 人
５２２ ５３.５ ５,８４４

中会議室 ６２３ ６３.９ ４,０９７

小会議室 ３７６ ３８.６ ２,０１９

大研修室 ６４８ ６６.５ １１,０６１

第１研修室 ５５４ ５６.８ ６,４５９

第２研修室 ５２０ ５３.３ ６,００７

第３研修室 ４９８ ５１.１ ２,３９７

第４研修室 ５３７ ５５.１ ２,５２６

第５研修室 ５７７ ５９.２ １,６７１

第６研修室 ５９２ ６０.７ ２,６３５

第７研修室 ５８９ ６０.４ ４,３８４

第１和室 ５２４ ５３.７ ２,２４８

第２和室 ３０４ ３１.２ １,２７７

生活科学研修室 ４７９ ４９.１ ５,７５４

視聴覚室 ５９３ ６０.８ １３,６４９

文化活動室 ７５７ ７７.６ ８,０４２

第１集会室 ６２１ ６３.７ ５,５７１

第２集会室 ５６５ ５７.９ ３,６６２

第３集会室 ５０２ ５１.５ ２,１４３

第４集会室 ６６０ ６７.８ ９,４３９

多目的室 ７０６ ７２.４ ４,５１８

ホール ３４２ ３５.６ １７,３５２

合　　　計 ５６.４ １２２,７５５

令和２年度合計 ５２.６ ８９,８２１

利用件数

大会議室

９,３８３

１２,０８９
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Ⅸ 参考資料

１ 新型コロナウイルス感染症に関するイーブルなごやの対応

時 期 事 項 国・県・市の動き 

令和 2 年 

3 月 2 日 

臨時休館（～ 5 月31 日） 3 月 2 日 全名古屋市立学校(園)

の臨時休業（～ 5 月31 日） 

4 月21 日 令和 2 年度前期の生涯学習課主催講座・

事業及び自主学習グループ開設講座の中

止決定 

4 月10 日 愛知県緊急事態宣言 

（～ 5 月25 日）

4 月16 日 緊急事態宣言 

（～ 5 月14 日）

5 月20 日 「生涯学習センター及びイーブルなごや

の開館に向けたガイドライン」の策定 

6 月 1 日 開館（図書資料室及び託児室（※）を除

く） 

9 月 1 日 図書資料室の利用再開 8 月 6 日 愛知県緊急事態宣言 

（～ 8 月24 日）

令和 3 年 

1 月18 日 

夜間区分の新規申し込みを20 時までの利

用に制限。既に使用許可をしている者に

対しては、20 時以降の活動を自粛するよ

う要請（～ 2 月28 日） 

1 月14 日 緊急事態宣言 

（～ 2 月28 日）

（※ 1 月18 日～ 2 月28 日 

時短措置）

4 月20 日 夜間区分の新規申し込みを20 時までの利

用に制限。既に使用許可をしている者に

対しては、20 時以降の活動を自粛するよ

う要請（～ 7 月11 日） 

4 月20 日 まん延防止等重点措置

（～ 5 月11 日）

5 月12 日 緊急事態宣言 

（～ 6 月20 日）

6 月21 日 まん延防止等重点措置

（～ 7 月11 日）

8 月 8 日 夜間区分の新規申し込みを20 時までの利

用に制限。既に使用許可をしている者に

対しては、20 時以降の活動を自粛するよ

う要請（～ 9 月30 日） 

8 月 8 日 まん延防止等重点措置

（～ 8 月26 日）

8 月27 日 緊急事態宣言 

（～ 9 月30 日）

  10 月 1 日 愛知県厳重警戒措置 

（～10 月17 日）

10 月18 日 愛知県警戒領域 

       （～ 1 月14 日）

10 月31 日 ガイドライン改定 

部屋の定員を従来通りの定員に変更（大

声を出すことが想定されない場合に限

定） 

令和 4 年  1 月15 日 愛知県厳重警戒 

（～ 1 月20 日）

1 月21 日 まん延防止等重点措置

（～ 3 月21 日）

3 月22 日 愛知県厳重警戒 

※託児室の一般利用は中止 
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令和 4年 4月 1日 
令和 2年 6月 4日改定 
令和 2年 8月 1日改定 

令和 3年 10 月 31 日改定 

生涯学習センター及びイーブルなごやにおける 
新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン 

１ 施設管理者が講じるべき措置 

（１） 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議などで示されている「三つの密」を避けるための取組
の徹底 

  ア 換気の悪い密閉空間としない 
     厚生労働省が推奨する次の方法による 
     ・機械換気による方法：ビル管理法に基づく必要換気量 

（１人当り毎時 30  以上） 
     ・窓の開放による方法：換気回数を毎時２回以上（30分に１回以上、数分程度） 
  イ 多数が集まる密集場所としない 
     入場者の制限や誘導等を行うことにより、人と人との距離を１～2ｍ程度開けるよう徹底する。 
  ウ 間近で会話や発声をする密接場面としない 
     近距離で会話することや大声を出すことを避けるよう注意を促す。運動については、周囲の

人と必ず２m 以上の距離を開ける対策をとれば、運動の種類に関わらず、認められる（呼気が
激しくなるような運動はより一層距離を空けること）。 

（２） ウイルス飛沫・付着予防対策の実施 
アルコール消毒薬やアクリル板等の設置、利用者の手洗いの徹底や接触個所の消毒等の必要な

対策を実施する。 
 不特定多数の人が触れる「ドアノブ、電気スイッチ、電話」の３つのＤをはじめとする高頻度
接触部位について、除菌及び接触後の手洗いによる接触感染防止を促す取り組みを実施する。 
例）接触後の手洗いの勧奨チラシの掲出 
利用者への消毒薬を貸出し、消毒の依頼をする 

（３） 利用者の健康状態の把握等 
非接触型体温計の活用や体温等健康状態の申告等により、利用者の健康状態の把握に努め、発

熱や咳、倦怠感など体調不良時には利用の自粛を促す。 
    例）発熱時における利用自粛の広報チラシの掲出 

非接触型体温計による検温の実施案内の掲出 
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（４） 感染追跡調査を可能とするための措置の実施 
感染者の施設の利用が明らかになった場合に備え、利用者への連絡手段の確保に努める。 

     例）貸施設の使用責任者に対し連絡手段の確保を依頼する。 
       来館者自身が来館日時を記録することを促す。 

（５）施設職員の感染防止対策の実施 
    職員の健康状態を把握し、発熱や咳、倦怠感など体調不良時には職務に従事させないこととす

る。また、マスクの着用や手洗い励行等により感染予防対策を行う。 

（６） 市内保健センターとの連携 
感染者による施設利用が明らかになった場合には、速やかに各保健センターに連絡を取り、感

染追跡調査の実施に協力するとともに、各施設内の消毒作業など必要な措置について助言を受け
るものとする。 

（７） 利用の制限 
ロビー等の共用部については、十分な換気を行い椅子の数を減らすなど「三つの密」を避ける

対策を実施する。 

２ 貸施設における使用責任者（利用団体の代表者等）が講じるべき措置 

十分な感染症防止対策を講ずることを前提に再開していることを理解していただき、「１ 施設管理者
が講じるべき措置」について協力をする。 

３ 利用者にお願いする事項 

（１） できるだけ人と人の距離を開け、近距離での会話や大声を出すことを避ける。 
（２） 手洗いやうがいを励行し、常にマスクを着用するなど、ウイルスの飛沫・付着を予防する。 
（３） 発熱や咳、倦怠感など体調不良時には施設の利用を自粛する。 
（４） 感染追跡調査を可能とするため、連絡先の申告など連絡手段の確保に協力する。 
（５） 来館者自身が来館日時を記録する。 
（６） 感染者と接触した可能性がある場合には、保健センターの実施する感染追跡調査に協力する。 

（名古屋市教育委員会生涯学習課（分室） 950-5031） 
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